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社会福祉方法論の着眼点と論点に関する予備的考察

A preliminary consideration of the social welfare and social work methodology

窄　山　　　太
Futoshi SAKOYAMA

1 ．はじめに：本稿の目的と視座
本稿の目的は，わが国における社会福祉方
法論（以下，「方法論」という。）の展開性を
3つの着眼点から予備的に考察し，その論点
を提示することにある。
近年の社会福祉ならびにソーシャルワーク
では，地域包括支援と関係機関の協働を鍵概
念とした，分野横断・レベル縦断および資源
開発を柱とする地域を基盤としたジェネラリ
ストとしてのソーシャルワーカー像が打ち出
されており，そうした政策動向に依拠して社
会福祉士養成カリキュラム（以下，「カリキュ
ラム」という。）の改編が予定されている1）2）。
また，こうした政策動向の一方で，実践を
支える方法論の検討は社会福祉の課題として
これまで取り扱われてきた。遡れば，方法論
の研究は社会福祉本質論争とも関連づけられ
てきたが（真田1979；吉田1995），そうした
中にあっても社会福祉（学）全体との関連か
らも，その重要性と必要性が示されてきた（cf.
岡村，1976；岡村・高田・船曳，1979；野坂・
秋 山，1981；仲 村・松 井，1981；小 松，
1983：仲 村・小 松，1984；野 坂・秋 山，
1985；太 田，1992；硯 川，1995；岡 本，
2002）。そして，社会福祉士国家資格の成立
以降は，主にカリキュラムの標準化の観点か

らその内容が検討されてきたといえる。
そうした中にあって，今日の方法論の検討
で求められるのは，このような経緯や政策動
向を批評するのではなく，むしろその必然性
を認識しつつ，その担い手としてのソーシャ
ルワーカーの存在意義や必然的必要性を示す
ことではないかと考える。言い換えれば，方
法論は地域を基盤としたジェネラリスト・ソー
シャルワークを展開する上での理論的基盤に
なるという点で今日においても重要な課題で
あるといえる。
以上の観点から，本稿では方法論を検討す
るための着眼点として，政策動向，実践理論，
教育の3つを設定し，それぞれの論点につい
て言及する。いずれもテーマが大きく十分な
検討はむずかしいが，一先ずの到達点を見い
だすことで今後の研究の方向性を示したい。

2 �．政策動向の観点－最近の政策動向にみ
るソーシャルワーカー像
この節ではソーシャルワークをめぐる今日
の社会福祉政策に関する最近の報告書を，地
域共生システムの構築に関わるものとソー
シャルワーク専門職養成に関わるものに分け
て概観する。これらは今後の社会福祉政策の
方向性を示すものであり，施策化・事業化さ
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れていく際の根拠になるといえるからである。

1 �）包括的相談体制を基盤とする地域共生
システムの構築の観点
ここではこれからの社会福祉全体の方向性
を示す2つの報告書を取り上げる。
ⅰ ．「地域における住民主体の課題解決力強
化・相談支援体制の在り方に関する検討会
（地域力強化検討会）」の最終とりまとめ（平
成29年9月12日）
これは「ニッポン一億総活躍プラン」に掲
げられる地域共生社会の実現を政策的に検討
したものである。総論と3つの各論で構成さ
れ，市町村での包括的な支援体制の構築を意
図した内容となっている。総論（今後の方向
性）では，①地域共生が文化として定着する
挑戦，②「待ち」の姿勢から，「予防」の視
点に基づく，早期発見，早期支援へ，③専門
職による多職種連携，地域住民等との協働に
よる地域連携，④「支え手」「受け手」が固
定されない，多様な参加の場，働く場の創造，
⑤「点」としての取組から，有機的に連携・
協働する「面」としての取組へ，の5点が提
起される。また，各論１は「市町村における
包括的な支援体制の構築」であり，「他人事
を『我が事』に変えていくような働きかけを
する機能」「『複合課題丸ごと』『世帯丸ごと』
『とりあえず丸ごと』受け止める場」「市町村
における包括的な相談支援体制」といった社
会福祉法第106条の3第1項に関する内容に
言及している。そして，各論2は「地域福祉
（支援）計画」，各論3は「自治体，国の役割」
であり，厚生労働省はこれを受け，社会福祉
法第106条の3に基づく指針の策定，地域福
祉計画のガイドラインの改定，「我が事・丸
ごと」の地域づくりを進めるとした。
ⅱ ．「地域共生社会に向けた包括的支援と多
様な参加・協働の推進に関する検討会（地

域共生社会推進検討会）」の中間とりまと
め（令和元年7月19日）　
これは，包括的な支援体制を全国的に整備
するための方策の検討，今後社会保障におい
て強化すべき機能，多様な社会参加と多様な
主体による協働を推進するための方策を議論
したものであり，以下の3項目で構成される。
「福祉政策の新たなアプローチ」では，現行
の現金・現物給付の制度に加え，専門職の伴
走型支援によりつながり続けることを目的と
するアプローチ機能の充実を求める。次に
「具体的な対応の方向性」では「包括的支援
体制の整備促進のための方策」と「多様な担
い手の参画による地域共生に資する地域活動
の促進」の2点を提起する。最後に，「今後
の主な検討項目」では「参加支援の具体的内
容」「広域自治体としての都道府県の役割」「包
括的支援体制の圏域，協議体，計画，人員配
置等のあり方」「保健医療福祉の担い手の参
画促進」を挙げている。そして，「断らない
相談支援」を中核とする包括的な支援体制の
構築などに向けて今後も検討を続けるとされ
た。
これら2つの報告書では，いずれも今後の
方向性として，包括的な相談支援体制を柱と
した地域共生システムの構築が構想されてい
る。また，そのための方法として住民を含む
多様な関係者の連携・協働を前提とする施策
が提起され，市町村レベルでのネットワーク
形成と総合相談システムの構築，ならびにそ
の中核的担い手としてソーシャルワーカーの
存在が想定されている点に特徴を見ることが
できる。

2 ）ソーシャルワーク専門職養成の観点
ここでは上記で担い手とされたソーシャル
ワーカーのあり方を示すものを概説する。
ⅰ ．社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専
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門委員会報告書「ソーシャルワーク専門職
である社会福祉士に求められる役割等につ
いて」（平成30年３月27日）
この報告書は総論と各論で構成される。総
論では，まず「子ども・高齢者・障害者など
全ての人々が地域，暮らし，生きがいを共に
創り，高め合うことができる『地域共生社会』
の実現を目指しており，社会福祉士には，ソー
シャルワークの機能を発揮し，制度横断的な
課題への対応や必要な社会資源の開発といっ
た役割を担うことができる実践能力を身につ
けることが求められている。」とする。そして，
「地域の様々な主体と連携した取組が必要と
なる中で，社会福祉士には，地域住民の活動
支援や関係者との連絡調整などの役割を果た
すことが求められている。」と結んでいる。
これを受けて各論では，「社会福祉士養成課
程におけるカリキュラムの見直し」「地域全
体での社会福祉士育成のための取組の推進」
「社会福祉士の役割等に関する理解の促進」
の３つの項目を挙げ，特に社会福祉士の役割
や成果の「見える化」を図ることの必要性を
指摘する。
ⅱ ．社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対
策室「社会福祉士養成課程における教育内
容等の見直しについて」（令和元年6月28
日）3）

上記ⅰを受けて，社会福祉士養成課程にお
ける教育内容等の見直しが提言される。ここ
では「地域共生社会の実現を推進し，新たな
福祉ニーズに対応するためにはソーシャル
ワーク機能の発揮が必要」であり，「ソーシャ
ルワークの専門職である社会福祉士がその役
割を担っていけるような実践能力を習得する
必要がある」ため，2021（令和3）年度より
新カリキュラムの導入を図るとする。特にカ
リキュラムの充実という観点から，①地域共
生社会に関する科目の創設，社会福祉原論に

関する科目の名称変更ならびに全科目の必修
化，②実習時間数の増加及び実習施設の範囲
の拡充ならびに演習の再構成を含む，ソー
シャルワーク機能を学ぶ科目の再構築，③司
法領域に関する教育内容の見直し及び時間数
の拡充，④精神保健福祉士養成課程の教育内
容との共通科目の拡充を挙げている。
これらにおいて重要なことは，日本社会福
祉士会（2018）も示すように，１）でみた地
域共生システムの構築という政策を実現する
ための施策や事業の推進主体としてソーシャ
ルワーカーが規定されている点である。そし
て，前述のとおり，地域共生社会を実現する
ための総合的・包括的支援と関係機関の連
携・協働を鍵概念とした，分野横断的かつレ
ベル縦断的実践と資源創出を柱とする，地域
を基盤としたジェネラリストとしてのソーシャ
ルワーカー像が想定されている点に注目する
必要がある。また，カリキュラムの見直しも
そうした方針に合わせて行われると理解する
ことができる。その上で最も注目しなければ
ならないのは，政策としての地域共生社会を
実現するために，ソーシャルワーカーの存在
を社会的に「見える化」することが求められ
ていることにあるといえる。
以上のように，今日のソーシャルワーカー
には地域の多様な課題に対して総合的・包括
的に対応する実践を社会的に見える形で行う
ことを通して，専門職としての社会的信頼を
高めることが求められている。すなわち，ソー
シャルワークの機能を実践現場において顕在
化させることにより，その「存在感」を示す
ことがソーシャルワーカーには求められてい
るのである。この点において方法論はソー
シャルワーカーの存在感（存在意義）とその
行為を示すための根拠となるものであり，そ
うした観点に立った検討が必要であるといえ
る。
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3 �．実践理論の観点－社会福祉方法論を支
える概念と構成
ソーシャルワーカーの存在ならびにその行
為をとらえる場合，抽象化を図るための概念
と構成に着目する必要がある。例えば，古川
（2012）は社会福祉研究全般に関する課題に
関して以下のように述べている。

　・・・社会福祉と呼ばれる施策や援助
活動の総体（社会福祉現象）が，何故に，
何を根拠として存立しているのか，それ
はいかなる要素と原理によって構成され，
運動しているのかを明らかにするととも
に，そこで得られる知見と一定の将来展
望に基づき，予測可能な制度設計の構想
や援助活動のプランを政策決定や援助活
動に携わる人々に提示し，社会福祉の発
展に貢献することにある。
　・・・各分野の視点や枠組み，手続き，
概念装置（言語体系），資料収集の方法
について，これまで以上に関心を払う必
要がある。（古川2012：121）。

この指摘に従えば，現象としての社会福祉
をとらえるには，そのための理論的枠組みを
構想する必要があるといえる。しかしながら，
そのためのアプローチには，実践行為をどの
立場からとらえるかの違いによりいくつかの
所 見 が あ る（仲 村・野 坂，1981；中 村，
1985）。例えば代表的なものとして，政策と
しての社会福祉を起点としてソーシャルワー
カーの必然的必要性をその実践行為から論証
するものや，利用者の生活行為を起点として
ソーシャルワーカーの存在意義を検討するも
のを挙げることができる。以下ではそれらの
所見を検討するのではなく，まずはその前提
となる基本概念と構成内容を整理する。それ
は既存の所見を検討して方法論を構想する際

の基礎的な論点となるためである。

1 �）社会福祉方法論における主要概念の関
連性
方法論の検討では，主要概念となる方法
論・方法，実践・援助・活動，能力・技術・
技能などを操作的であれ規定しておく必要が
あるといえる。以下，既存のものを参照する。
「方法論」と「方法」の区分について，佐
藤（1984：15）は，まず方法（method）を「あ
る目的を達成するため，対象に接近する場合
に，主体が働きかける仕方，てだて，手段，
またはそのための計画的手続き」と規定する。
そして，「秩序正しい手続きやその過程，物
ごとを行う規則的な方法や手順，一組みの手
続きの形式，秩序ある配列・説明・展開や分
類」であり，「より一般的には，それらを行
うさいの秩序正しさと規則性，あるいは習慣
的な対処法」と説明する（佐藤，1984：15）。
そのうえで，社会福祉の方法とは「実体概念」
を意味するものとして，①貨幣的及び非貨幣
的方法，②施設入所および在宅福祉の方法，
③保険・手当・扶助・サービスによる方法，
④援助の機能による方法，⑤個別的および階
層的方法，⑥ソーシャルワーク実践の諸方法
を提示する（佐藤，1984：16）。一方，方法
論（methodology）は，「科学研究の方法その
ものに関する論理的反省，学問一般および個
別諸科学の認識方法について研究する認識
論・論理学の分野」であり，「方法学・研究
方法論，哲学・科学・技術等で駆使される基
本概念・原理・規則などの一群の方法および
これらの方法の妥当性の研究」と規定する（佐
藤，1984：15）。その上で，方法論とは「社
会福祉に対する科学研究の論理的反省」であ
り，①社会福祉を総体たらしめている大前提
なり，原理・原則の検討を行う，②方法論の
前提や方法そのものの論理的検討を行う，③
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社会福祉の主体がその対象に働きかけていく
際の方法・技術の総体の検討を行う，④ソー
シャル・ワーク方法論と社会福祉方法論の論
理的検討を行う，⑤社会福祉現象を科学に結
びつける論理的検討を行う，⑥概念のつくり
方，現象把握の方法，理論構成の仕方，科学
的一般化の検討を行う，という6つの内容を
包含するとしている（佐藤，1984：17）。
これを踏まえれば，実践を展開するための
具体的な手段，手続きを「方法」とし，「方
法論」はその根拠となる考え方ととらえるの
が有用であるといえる。ソーシャルワーク実
践のモデルとアプローチの区分は不明瞭とい
われることもある中，こうした外延と内包に
よって定義づけられた概念上の区別が必要に
なると考えられるためである。
次に「実践・援助・活動」に関して，秋山

（2005：11-12）は2次元の座標軸を設定して
これらを区別している。座標軸は縦軸に専門
性と非専門性，横軸に制度の有無（有給，無
給）を置き，専門性と制度有り（有給）に「援
助」を，また対極の非専門性と制度無し（無
給）に「活動」を布置し，広い範囲をカバー
する「活動」と範囲の狭い「援助」の中間と
して「実践」を位置付ける。「活動」には民
生委員やボランティア活動といった非専門的
な行動が分類され，また，「援助」には相談
援助等のクライエントへの面接や利用者の主
体的側面をサポートする行為が分類される。
「実践」は援助には含まれない社会福祉従事
者の専門的な行動を含むものであり，社会福
祉施設長が行う運営管理，社協職員による住
民の組織化，行政職員の計画，ワーカーの権
利擁護やアドボカシーなどがこれに含まれる
とする。そして，ソーシャルワーカーの業務
は援助だけではなく実践の範囲を含むもので
あるとしている。この整理は行為内容とその
性質に基づく分類であるといえ，行為の範囲

を直接的援助技術と間接援助技術の観点から
一体的に整理することができる点で有用であ
るといえる。
さらに秋山（2005）は「方法」と「技術」

の区別についても述べる。社会福祉における
方法（method）とは実践における方法を意味
し，目的・価値・知識・方法・社会的承認な
どから成り立つ「実践としての社会福祉」の
中核的要素であるとする（秋山2005：15）。
対して，技術（skill）は援助過程で使用され
る介入，面接，記録，評価の技術を意味し，
社会福祉の方法の下位概念に位置づけられ
る。なお，技術は実践能力（competence）と
の関連でも論じられるため改めて後述する。
ここでは具体的な一連の手続きを「方法」，
その考え方が「方法論」，それを実践場面で
具現化させるものが「技術」，そして技術を
使う「実践能力」と区別しておく。
このように，ソーシャルワーカーが自身の
存在感を示すためには，その行為を表す概念
が必要となる。しかしながら，それらは多様
であり，またその関連性も複雑である。これ
らを分類・整理をし，基本概念として改めて
関連づけながら体系化を図ることが，方法論
を構想する上での重要な論点であるといえる。

2 ）社会福祉方法論の構成内容
ここでは方法論の構成内容に注目する。先
述のとおり，その内容はカリキュラムにおい
て一定の標準化が図られている。しかしなが
ら，理論構成の観点から改めて検討する必要
がある。理由は必要であるにもかかわらず反
映されていないものやその逆のものを根拠な
く否定することはできないためである。その
点を踏まえ，以下ではカリキュラムによって
標準化される前に出版された『講座社会福祉・
第4巻』（1981），『同・第5巻』（1984）な ら
びに『社会福祉方法論講座・Ⅰ』（1981），『同・
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Ⅱ』（1985）の2種4冊の章と節の項目を取り
上げて，その構成の特徴を見ておく。なお，
『社会福祉方法論講座Ⅰ・Ⅱ』には『同・Ⅲ』
の目次が掲載されており，これも合わせて参
照する。これらはいずれも講座（シリーズ）
として編纂されたものであり4），現行のカリ
キュラムと比較しても，構成，内容ともに深
みのあるものになっていると考える。
ⅰ ．『講座社会福祉』－「社会福祉実践の基
礎」と「社会福祉実践の方法と技術」
第4巻では，導入の「社会福祉実践の基礎」
で社会福祉と実践の関連性が取り上げられる。
第1章の「社会福祉実践の原理」では「欲求
と相互行為」「社会システムの構造と構造矛
盾」「人間の発達段階と危機をもたらす出来
事」「ストレス，危機，課題」「対処行動と対
処行動のレパートリー」「社会福祉実践のプ
ロセスと介入活動」といった，主に対象とな
る利用者とその生活行為に焦点を当てた項目
で構成される。第2章の「社会福祉実践と職
員」は「社会福祉実践の実態―職務分析から
みた実態と問題」「社会福祉実践と職員の役
割」「社会福祉実践の諸類型と性格・理念」「社
会福祉実践における専門性」「社会福祉実践
の展開とその諸条件」であり，こちらは福祉
従事者の側で構成されている。第3章は「社
会福祉施設の運営・管理」であり，「施設運
営の基本原理」「施設運営の組織」「施設運営
と処遇の実際」「施設運営の展開と条件管理」
「社会福祉施設運営・管理の課題」といった
利用者と福祉従事者が出会う「場」の構造・
機能がテーマになっている。そして第4章の
「社会福祉の各分野における実践の原理」で
は，児童相談所，特別養護老人ホーム，医療
ソーシャル・ワーク，公的扶助が取り上げら
れる。以上，この巻は「人」や「場」に着目
した構成となっている。
続く第5巻では主に理論的考察が展開され

る。総論に相当する第1章は「社会福祉実践
における方法の意義―動向と課題」と題して
「社会福祉における実践の方法と位置づけ」
「社会福祉実践と方法の特質」「方法の専門分
化と統合化」「方法の構成要素」「方法の共通
部分と特殊部分」の5つの項目で構成される。
また，第2章は「社会福祉技術の社会的基盤」
であり，「『問題解決』と社会体制」「社会福
祉技術の概念と意義」「社会福祉技術の社会
的基盤」といった論点が掘り下げられる。第
3章の「社会福祉実践の成立要件と方法・技
術」は実際の場面に着目して「援助関係論」
と「面接論」で構成され，続く第4章の「社
会福祉実践の過程展開と方法・技術」では「実
践過程展開と方法・技術の意義」「実践過程
研究の経過」「過程研究の動向」「ソーシャル・
ワークとその実践過程」「実践概念とその構
成要素」「ソーシャル・ワーク実践の過程展開」
により業務の遂行に焦点を当てた項目で構成
される。そして，第5章の「対人福祉サービ
スにおける方法・技術」はサービス提供の場
に着目して，「在宅福祉サービス」と「施設
処遇」が取り上げられ，最後の第6章では「社
会福祉方法論・技術の発展の手段と課題」を
テーマに，「実践記録」「スーパービジョン」「調
査」が述べられる。以上，この巻は主にソー
シャルワークの枠組みとその歴史展開ならび
にソーシャルワーカーの行為に焦点をおいた
構成になっているといえる。
ⅱ ．『社会福祉方法論講座』―「基本的枠組」
「共通基盤」「実践過程」
こちらは3分冊6部構成で計画された。Ⅰ

「基本的枠組」の第一部は「福祉方法論の基
本的視点」であり，「社会福祉の一般理論と
社会福祉方法論」「社会福祉における価値と
方法論」「文化の諸類型と社会福祉方法論」
「日本的社会福祉方法論の探求」「社会福祉方
法論の科学的基礎」「社会福祉方法論の基本
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原理―その概念・普遍性・限界の再検討」の
6つの章で構成され，方法論の原理的意味に
関する論究が複数収録されている。第二部の
「社会福祉実践と技術」は，主に実践的な観
点から「社会福祉における実践の意味」「社
会福祉実践における『技術』の意味」「社会
福祉サービスと社会福祉方法論」の3つの章
で構成される。
Ⅱ「共通基盤」の第三部は「社会福祉方法
論の共通基盤」であり，以下の6つの章で構
成される。それらは「社会福祉の固有性と方
法論」「社会福祉方法論の歴史」「社会システ
ム論と社会福祉理論」「社会福祉方法論統合
の現状と課題」「日本における分法論統合の
意義と課題」「ソーシャル・ワーカーのアイ
デンティティ」である。論点は多様であるが，
ソーシャルワークの歴史的変遷と基本的視点
の重要性が指摘される。第四部の「社会福祉
サービスと社会福祉方法論」は7つの章で構
成される。それらは「社会福祉サービスにお
ける方法論」「社会リハビリテーションの方
法と課題」「地域福祉の諸活動と社会福祉方
法論」「アドミニストレーションの課題」「社
会調査の位置と課題」「社会福祉計画の方法
―対人福祉サービスの計画をめぐって」「ソー
シャル・アクションと社会福祉方法論」であ
る。間接援助技術や主要分野との関連性が取
り上げられており，各論的な位置づけにある
といえる。
そして，Ⅲ「実践過程」では第五部の「社
会福祉実践の過程における共通課題」が9つ
の章で，また第六部の「社会福祉専門職の現
状と課題」は6つの章で予定されていた。第
五部は「社会福祉実践の目的」「社会福祉実
践のプロセス」「社会福祉実践における『契
約』」「社会福祉実践における短期処遇法」「プ
ロセスにおける『介入』の意義と方法」「プ
ロセスにおける『課題』と機能」「社会福祉

実践の終結」「社会福祉実践における記録」「社
会福祉実践の評価法」であり，表題通り過程
論が主テーマとされた。また第六部は「社会
福祉専門職と福祉労働」「社会福祉専門職の
概念と条件」「ソーシャル・ワーカーの業務
分析と役割」「専門職としてのソーシャル・
ワーカー」「ソーシャル・ワーカーと社会福
祉教育」「スーパーピジョンの意義と方法」
であり，ソーシャルワーカーの業務特性が予
定されていたといえる。
これら2つの講座では実践行為としての方

法と理論としての方法論に関して，構成に一
部相違が見られるものの共通するところも多
いといえる。例えば，ソーシャルワークの「業
務特性」を起点として全体を見ると，それを
理解するために「人（ソーシャルワーカー・
利用者）」「問題設定」「分野・場」「社会的背
景」「歴史」といった項目が設定されている
点を挙げることができる。そして，これらが
旧カリキュラムの「社会福祉援助技術論Ⅰ・
Ⅱ」，現行の「相談援助の基盤と専門職」「相
談援助の理論と方法」として，他の科目との
関連が考慮されつつ整理されていったと見る
ことができる。
方法論の観点から言えば，実施形態という
点で区分化された社会福祉の方法としての
ソーシャルワークの実践を体系化する試みで
あったと見ることができる。こうした観点か
らカリキュラムの内容を検討する必要性は前
述したとおりであるが，同時にそれはソーシャ
ルワーカーの行為を教授するための方法論に
なるという観点からも検討する必要がある。

4 �．教育的観点－「見える化」を支える方
法論の教授
ここまで政策動向ならびに実践理論を着眼
点にそれぞれの論点について述べてきた。そ
して，ソーシャルワークの「見える化」が政
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に基づくことを前提に，①相談援助専門職の
価値・倫理，②自己覚知，③コミュニケーショ
ン，④状況理解，⑤問題解決（過程）の5つ
から整理している。①では価値と倫理を実際
的かつ実践的に理解すること，②では「自分
を知ること」の意味を実践的にとらえ，ソー
シャルワーカーとしての姿勢・態度を問うこ
とが重要とした。③では援助における聴き手
の重要性を指摘し，「わかってもらえた」と
いう観点から面接技術を活用することが重要
とした。④では「その人に何が起こっている
のか，どのようなことで困っているのか」の
観点から利用者の状況を理解すること，⑤で
はその上で具体的な援助活動を想定すること
であった。そして，実践としてのソーシャル
ワークでは，ソーシャルワーカーとして「何
ができるのか，どうすればできるのか」を追
求し，それを実行するために「知ること」だ
けではなく「できること」を目指すことが重
要であるとした。
初学者への導入教育を意図したこの枠組み
は分かりやすさを優先して項目を簡略化した
ものであるが，専門職としてのソーシャルワー
カーの実践能力や技術の向上を意図している
という点において，基本的な構成要素や特性
に関する項目は含まれているといえる。しか
しながら，「できる（ようになる）こと」を
念頭に，特に演習・実習や現任訓練といった
実践教育の観点からこれらをどのように教授
するかを検討することは重要な課題である（岡
本，1995，2001；川延1997，2008）。例えば，
川延（1997：2-7）は教育場面における「援
助する―される」関係が続くことによる「甘
え」と無責任の状態から脱却を図る必要があ
り，そのためには社会福祉の教授と援助方法
の共通性を認識し，教授活動を一つの社会福
祉実践としてとらえることの重要性を指摘し
ている。教育を実践としてとらえるという観

策上の課題になっていること，また「見える
化」を支える方法論の構想化に取り組むため
には，基本概念と構成を検討する必要がある
ことを指摘した。ここではもう一つの着眼点
である教育を取り上げる。この観点から「見
える化」を考えた場合，行為内容の「伝達」
が鍵概念となる。以下，教育的観点から見る
ソーシャルワークの基本的枠組みとソーシャ
ルワーカーの実践能力を取り上げる。

１�）社会福祉実践教育に着目した構成化のた
めの着眼点
方法論を教育の観点から考える場合，学生
に教授する内容は一定の枠組みの下で体系的
に整理される必要がある。古川（2019：15-
16）は社会福祉の構成要素を「対象」「目的」
「主体」「方法」で規定し，また太田（1992：
160）はソーシャルワークの実践の特性を「価
値」「目標」「主体」「客体」「機関」「場面」「方
法」「機能」の8つで類型化しているが，こ
うした枠組みに依拠した教授内容の体系化が
方法論を構想する際の論点になると考える。
この点に関連して，窄山（2013）は社会福

祉実践の基本的枠組みを特に初学者への導入
教育の観点で整理している。そこではまず社
会福祉全般とソーシャルワークを区分し，そ
れぞれ下位項目を設定した。社会福祉に関す
る項目では，①理念：目指すべきところ，②
現状・問題：社会の姿，③制度：社会のしく
み，④実践：人と社会をつなぐ，⑤歴史的背
景をあげ，それぞれがソーシャルワークを学
ぶ上での基礎知識として位置づける。特に④
では人々が抱える問題は個別的なものであり，
社会との間を調整する役割を担う人材が必要
であるとの観点から，ソーシャルワーカーの
行為を理解することが重要とした。その上で
ソーシャルワークを学ぶための5つの項目で
は，ソーシャルワーカーの行為が「専門性」

�
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点に基づいた具体的方法の検討は方法論を構
想する上での重要な論点であるといえる。

2 ）実践能力に関する概念規定
政策的観点あるいは実践的観点のいずれに
立つとしても，実践現場でソーシャルワーカー
が存在感を示すために求められるのは，法則
に基づいた問題の「理解」だけではなく，課
題解決を意図した実際の「行為」であること
は言うまでもない。そのため，ここでは特に
実践教育において目標となる，実践能力とし
てのコンピテンスとスキルに着目する。
コンピテンスは「生活状況に対処する能力」

（Sundberg, Snowden & Reynolds, 1978：179）
を意味し，ソーシャルワークでは利用者とソー
シャルワーカーの両者に関して使用されてき
た（窄山，2011）。また，前述したようにス
キルは具体的な行動のレパートリーを意味し，
その特徴は具体性あるいは課題性にあり，ス
キルの一つひとつがコンピテンスを規定する
要因として機能する一方で，コンピテンスは
具体的な行動の背景に存在し，その行動を展
開する能力を意味する（菊池・堀毛，1994：4）。
平塚（2004）は，ソーシャルワークの観点か
ら，スキルを「実践能力を通して具現化され
る熟練した技（わざ）」（p.11）と定義づけ，
さらに実践能力（コンピテンス）は「ソーシャ
ルワーカーの事象の認知・認識能力，価値実
現に向けての援助行為への変換推進能力とか
らなる」として，「ソーシャルワーカーをし
て具体的援助行為に示される熟練した統合的
一体的技術表現」（平塚，2004：11）である
とした。その意味では，特定の場面に対応す
るための行動様式の一群をスキル，その行動
様式を選択し活用する能力が実践能力（コン
ピテンス）と理解することができる。
その上で社会福祉実践教育をコンピテンス
とスキルの関連でとらえると，先述のように，

ソーシャルワーカーには「知っていること」
だけではなく「できる（ようになる）こと」
が期待されている。その意味においてソー
シャルワーカーに課せられるのは，スキルを
ただ使えるのではなく，専門職倫理に則って
間違った使い方をしないこと，加えてスキル
そのものを卓越した形で使用できることと言
い換えることができる。そうしてはじめて一
般的かつ日常的なスキルであったとしても，
「ソーシャルワーカーは（当然に）できる」
だけでなく，「ソーシャルワーカーだからで
きる」という専門職のレベルに達したスキル
とその活用を「見せる」ことができるように
なるとともに，そのことが専門職として社会
的に承認されることにもつながっていくと考
えられる。そして，そのためには修得したス
キルを実践的に再構成し活用していく実践能
力の向上方策を，教育的観点から理論的かつ
実践的に検討する必要がある。岡本（1995，
2001）が指摘したように，専門職教育として
講義・演習・実習（指導）を一体的にとらえ，
事例研究やシミュレーションを方法とした社
会福祉教授法としての方法論の確立が求めら
れるといえる。

5 ．着眼点と論点に関する予備的考察
本稿の目的は，政策・理論・教育といった
着眼点から方法論を展開する上での論点を整
理することであった。結果的に，施策の担い
手となるソーシャルワーカーの養成方法に着
目することとなった。ここで注意すべきは，
ソーシャルワーカー養成に帰結したとしても，
古川（2004）が指摘するように「ソーシャル
ワークは社会福祉の一部分であり，ソーシャ
ルワークが社会福祉を代表するわけではない」
（p.17）ことを踏まえた上で，「わが国におけ
る社会福祉援助の経験を理論化し，体系化を
試みることによって日本製の社会福祉援助理

�
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論の体系を構築すること」（p.19）が求めら
れるという点である。そして，そのような観
点から方法論を構想するには，社会福祉全体
を視野に入れたものとなるように検討する必
要があるといえる。その点において，本稿は
予備的な考察の域を出ないが，以下では一先
ずの到達点を図1によりまとめておく。
ここでは3つの着眼点を各行の第１列に配

置し，これを他の4つの列で整理した。その
意味で第1列は方法論を構想する際の「立場」
であり，本稿で取り上げた政策，実践理論，
教育を配置した。そして第2列は立場により
明らかになる方法論を検討する際の「視点」
であり，第1列との対比で政策展開，実践対
応，教授・指導を配置した。第3列は「焦点」，
言い換えれば対象となる状況であり，政策課
題，実践課題，教育課題とした。なお，この
列は人（行為），環境（事物），関係（形態）
といった立場に基づく対象の選定が必要とな
る。第4列は立場・視点から導かれる「内容
（項目）」とし，機能・構造，実践行為，理論・
技術を配置した。そして第5列の「目標（目
的）」には企画・立案，計画・対処，伝達／

修得を分類した。なお，表中の「／」は対照
的関係にあることを示している。
ところで，方法論の着眼点にはこれ以外に
研究が想定されるが，本稿では各行に共通す
るリサーチデザインととらえ記載していない。
これに関連して，実践理論は事態の解明と状
況への対処のいずれに目的を設定するかで論
点も分かれるが，一先ず実践行為を内容とす
るものとして一つにまとめた。いずれにして
も，方法論を構想する上では見たいものを見
るために，見る側（視点）と見られる側（焦
点）を区別することが重要であると考える（窄
山，2015）。
さらに言えば，この視点と焦点を定める際
にはアプローチの基盤となる考え方にも考慮
する必要がある。例えば，仲村・野坂（1981）
は代表的な論者7名の社会福祉論と社会福祉
方法論の特徴をまとめている。また，中村
（1985）は社会福祉方法理論を人間科学，社
会関係論的社会科学，構造分析的社会科学の
3つのモデルから検討している。さらに，古
川（2004）は社会福祉学の特性として，規範
科学，分析科学，設計科学，そして実践科学

図１　社会福祉方法論の着眼点と論点に関する試論的概念整理

社会福祉方法論研究

方法論を
構想する
意図

・社会福祉政策の動向とソーシャルワーカーの必然的必要性
・ソーシャルワーカーの存在感と行為の「見える化」／実践根拠の提示
・ソーシャルワークスキルの熟達化と実践能力の醸成

第1列
立場

第2列
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第3列
焦点（対象となる状況）
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政策 政策展開 政策課題 人・環境・関係
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課題設定とその
解決方策の展開

機能・構造 企画・立案

実践理論 実践対応 実践課題 実践行為 計画・対処

教育 教授・指導 教育課題 理論・技術 伝達／修得

統合的社会福祉方法論の構築

  筆者作成
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の4つを設定し，特に設計科学の観点が重要
としている。加えて，グローバル定義でも示
されるとおり，社会福祉方法論，特にソーシャ
ルワークでは学問分野を交差させた学際的ア
プローチが必要とされる。しかしながら，そ
の一方でこうしたアプローチの多様性は，例
えば政策論と技術論の間で見られたような二
項対立的なとらえ方では，排他的もしくは自
己弁護的に陥りやすいことも理論史が示して
いる。そうならないためにも，アプローチの
多様さを認めた上で，システム論の観点から
社会福祉の政策と実践を一体的・統合的にと
らえることが重要であるといえる（高田，
1979；太田，1992；古川，2004）。
以上のように，方法論を構想するためには，
特に視点と焦点を意識した上で，法則定立型
科学としての「わかる」と課題解決型科学で
ある「できる」の両方の見地から，複数の概
念を関連づけて理論モデルとして体系化を図
ることが必要といえる。とりわけ，今日では
「実践者―調査者」や「教育者―研究者」な
ど複数の立場からアプローチすることが望ま
れる中，3つの着眼点を独立的にとらえるの
か，もしくは組み合わせ，あるいは統合的に
とらえるのか，さらに言えば視点や焦点をど
こに設定し，どのようにアプローチするのか
など，研究上の課題も多い。しかしながら，
そのような課題に取り組むことで政策展開に
おけるソーシャルワーカーの必然的必要性や，
実践行為を通してのソーシャルワーカーの存
在感を示す方策も見えてくるとともに，教育
においても実践能力とスキルを伝達する道筋
も示唆されていくと考えられる。そのために
も，構想した方法論は事例等によって確認（検
証）する作業が必要となる。その際に留意す
べきことは，帰納的見地だけでなく演繹的見
地に立った取り組みの重要性を再確認するこ
とであると考える。岩間（2004）が指摘した

ように，演繹と帰納による結果を円環的に積
み重ねることが，理論構築では重要であると
考えられるためである。

6 ．おわりに
日々の教育場面では自身の実践経験をふり
かえる機会も多く，そうした際に実践を整理
するための理論の必要性を感じる。今回はそ
うした動機のもとに，方法論を構想する上で
の着眼点と論点を，わが国の近年の政策動向，
実践理論の基礎概念と構成，ならびに講義・
演習・実習（指導）を一連のものととらえる
教育の観点から述べてきた。本稿はその意味
で方法論，特にソーシャルワークの理論化に
おいて検討すべきテーマを描写したものとい
える。
最後に，本稿の一先ずの到達点を踏まえ，

改めて今後の研究課題を挙げる。1つめは方
法論を構成する概念を視点と焦点の観点から
検討し，構成項目として整理すること，2つ
めは演繹的手法による研究枠組を考案するこ
と，そして3つめは，最も大きな課題であるが，
実践を基軸とした政策・理論・教育の連関性
を基盤とする方法論を構想することである。
本稿の不十分さは今後の研究課題として引き
続き取り組んでいくこととしたい。

注
１）社会福祉士は，1987（昭和62）年に公布され
た社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律
第30号）で規定される名称独占の国家資格であ
る。その業務は，「専門的知識及び技術をもって，
身体上若しくは精神上の障害があること又は環
境上の理由により日常生活を営むのに支障があ
る者の福祉に関する相談に応じ，助言，指導，
福祉サービスを提供する者又は医師その他の保
健医療サービスを提供する者その他の関係者と
の連絡及び調整その他の援助を行う」ことと規
定される。
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2）ソーシャルワーカーの国家資格には精神保健
福祉士もあるが，本稿のテーマは資格制度では
なく社会福祉方法論であることから，今回は社
会福祉士のみに言及することとした。
3）新カリキュラム案の解説ならびに現行カリキュ
ラムからの変更点は『月刊福祉（2019年11月号）』
に詳しい。なお，現行カリキュラムの内容は，
厚生労働省「平成19年度社会福祉士養成課程に
おける教育内容等の見直しについて（全体版）」
を参照されたい。
4）講座・シリーズはその後も出版されている。
社会福祉方法論，特に実践方法をテーマとする
ものには，例えば「社会福祉基礎シリーズ」（全
17巻）の『ソーシャルワーク実践の基礎理論（第
2巻）』（2002，2010改訂）と『ソーシャルワー
ク実践とシステム（第3巻）』（2002），「これか
らの社会福祉」（全10巻）の『社会福祉援助方
法（第9巻）』（1999），「戦後社会福祉の総括と
二一世紀への展望」（全4巻）の『実践方法と援
助技術（第4巻）』（2002）がある。
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